
健康被害が生じる可能性があります。 

2. この治療法は新しい治療法のため、その他にも予期しない健康被害が生じる可

能性がありあます。 

１３．臨床研究の費用負担について 

この臨床研究に必要な費用は、厚生労働省の研究費から支出されますが、臨床研究

への参加にあたって必要な交通費や食費などに対する支払いは行いません。 

１４．知的所有権に関すること 

臨床研究の結果について、個々の患者さまにお知らせすることはありませんが、知

りたい場合は、担当医師に申し出て下さい。 

本臨床研究の結果により何らかの新たな知見が得られることがあります。その際に生

じる特許、その他知的財産に関する権利（特許権）は、提供されたデータに対してで

はなく、研究者が研究やその成果の応用を行うことによって生まれた新しいアイデア

に対するものです。そのため、特許権の発生により経済的利益が生じても、あなたは

その権利を主張できません。本臨床研究の結果によって生じる特許、その他知的財産

に関する権利は、研究者に帰属します。 

１５．倫理的配慮 

この研究は、倫理委員会で研究計画書の内容及び実施の適否等について、科学的及び

倫理的な側面が審議され承認されています。また、研究計画の変更、実施方法の変更

が生じる場合には適宜審査を受け、安全性と人権に最大の配慮をいたします。 

１６．個人情報の保護 

医師・看護師・薬剤師を含む全ての病院スタッフには、通常の診療において業務上

知りえたことに関して秘密を守る義務があります。病院スタッフには、この臨床研究

において知った情報についても同様の守秘義務が課せられます。 
また、この臨床研究で得られた情報を取りまとめるために、当院以外の機関にあな

たの情報を提供します。その際には、あなたを特定できる情報（氏名・住所・電話番

号など）は記載しません。取りまとめられた情報を医学雑誌などに発表する場合も、

個人が特定できないように配慮されます。 

このように個人情報は厳重に管理されていますので、この臨床研究に参加すること
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